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道費通達と道単通達との財産処分承認手続の対照

包括承認事項以外の場合 包括承認事項の場合

国 の 間 接 補 助 事 業 施 設 等

② ②

①（支庁あて 承認申請書） 依頼 ③（財産処分承認申請書提出） 市 ①（支庁あて財産処分報告書） 依頼 ③（財産処分報告書 提出）
市 別紙１ (写） 別紙様式１ 町 別紙２ 支 (写） 道 別紙様式２
町 支 ⑤ 道 村 ⑤ ・ 国
村 ⑥（支庁 承認通知） 通知 ・ ④（国 承認書通知） 国 ・ ⑥（支庁 報告書受理通知） 通知 本 ④（報告書受理連絡）
・ (写） 本 法 庁 庁
法 庁 ⑧ 庁 人 ※完了報告を要しない
人 ⑦（支庁あて 完了報告） 依頼 ⑨（完了報告 提出）

別紙３ (写） 別紙様式３

道

費 国 の 直 接 負 担 事 業 施 設 等

通 別紙様式１ ② 別紙様式１ 別紙様式２ ② 別紙様式２
市 ①（国あて 承認申請書） 進達 ③（財産処分承認申請書進達） 市 ①（国あて 財産処分報告書） 進達 ③（財産処分報告書 進達）

達 （支庁あて 承認申請書） （国写） 町 （支庁あて財産処分報告書） 支 （国写） 道
町 別紙１ 村 別紙２ ・

支 ⑤ 道 ・ ⑤ 本 国
村 ⑥（国 承認書送付） 送付 ・ ④（国 承認通知） 国 法 ⑥（国 報告書受理通知） 通知 庁 ④（報告書受理連絡）

（支庁 承認通知） 通知 本 人 （支庁 報告書受理通知） 庁
・ 庁

別紙様式３ 庁 ⑧ 別紙様式３ ※完了報告を要しない
法 ⑦（国あて 完了報告） 進達 ⑨（完了報告 進達）

（支庁あて 完了報告） （国写）
人 別紙３

①（支庁あて 承認申請書） （協議） ※特例の取扱いの場合
道 市 別紙１ 市 ①（支庁あて財産処分報告書）

町 支 道 町 別紙２ 支
単 村 ②（支庁 承認通知） ・ 村

・ 本 ・ ②（支庁 報告書受理通知）
通 法 庁 庁 法 庁

人 ③（支庁あて 完了報告） 人 ※完了報告を要しない
達 別紙３


